
様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 収用事件一覧 

行政機関等の名称 茨城県収用委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県収用委員会事務局 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

土地収用法の規定に基づき裁決申請等のあった事件の実績

の記録のために利用する。 

記録項目 
１処理区分、２事件名、３申請年月日、４処理年月日（取下

げ含む。）、５起業者名、６土地所有者名等、７処理日数 

記録範囲 
起業者等から裁決申請及び明渡裁決申立のあった土地の所

有者等（昭和６３年度以降） 

記録情報の収集方法 起業者等からの裁決申請、明渡裁決申立 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県収用委員会事務局 

（所在地）〒３１０－８５５５ 

茨城県水戸市笠原町９７８番６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 － 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 裁定事件一覧 

行政機関等の名称 茨城県収用委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県収用委員会事務局 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の規

定に基づき裁定申請のあった事件の実績の記録のために利

用する。 

記録項目 

１事件名、２裁定申請年月日、３意見聴取（照会）年月日、

４収用委員会回答年月日、５起業者名、６土地所有者名等、

７処理日数 

記録範囲 
起業者等から裁定申請のあった土地の所有者等（令和２年

度以降） 

記録情報の収集方法 起業者等からの裁定申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県収用委員会事務局 

（所在地）〒３１０－８５５５ 

茨城県水戸市笠原町９７８番６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 － 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 収用委員会委員名簿 

行政機関等の名称 茨城県収用委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県収用委員会事務局 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

改選毎に在職している収用委員会委員及び予備委員の記録

として利用する。 

記録項目 １区分、２任期、３氏名、４職業、５委員在任期間 

記録範囲 
収用委員会委員及び予備委員に任命されたもの（令和元年

度以降） 

記録情報の収集方法 収用委員会委員及び予備委員の履歴書、辞令等 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県収用委員会事務局 

（所在地）〒３１０－８５５５ 

茨城県水戸市笠原町９７８番６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 － 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 収用委員会歴代委員一覧 

行政機関等の名称 茨城県収用委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県収用委員会事務局 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

収用委員会の歴代委員、歴代予備委員、歴代の会長及び歴

代の副会長の記録として利用する。 

記録項目 
１就任順位、２氏名、３就任当時の職業、４就任期間、５備

考 

記録範囲 
収用委員会委員及び予備委員に任命されたもの（令和元年

度以降） 

記録情報の収集方法 収用委員会委員及び予備委員の辞令、会議録等 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県収用委員会事務局 

（所在地）〒３１０－８５５５ 

茨城県水戸市笠原町９７８番６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 － 

 


